
新型コロナウイルスに係るインドネシア政府による入国時の措置（インドネシア到着時に

おける検疫の取扱い） 

 

【5 月 25 日付当館お知らせと重複する部分がありますが，インドネシア到着時の検疫の取

扱について，その後判明した事項とあわせて，改めて現状をご案内します。在インドネシ

ア日本国大使館ホームページの「新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府の入国

規制（よくある御質問：ＦＡＱ）」Ａ１０もご参照ください。】 

●保健省通達では，インドネシア入国のためには，原則として，PCR 検査結果陰性の記載

のある英文の健康証明書の携行が求められています。その一方で，PCR 検査結果陰性の記

載のない健康証明書を携行している方についても入国は可能となっていますが，入国後に

隔離施設に移送され PCR 検査が行われ，検査結果が出るまでホテル等所定の施設で待機

することとなります。なお，いずれの場合にあっても入国後１４日間の自主的な隔離が求

められます。 

●PCR 検査結果陰性の記載のある健康証明を携行して入国しようとする場合，検疫官から

疑問が呈されたとの情報もあることから，検査結果取得の背景等を説明できるようにして

おくとともに，特に次の点について注意してください。 

（１）日本国内で PCR 検査を受検することが困難であるとして，その代替として受検し

た抗体検査結果が記載された健康証明書を携行しても，インドネシア到着後にインドネシ

ア当局により実施される PCR 検査は免除されません。 

（２）インドネシア到着７日前以内に行われた PCR 検査の結果が陰性であることが記載

された健康証明書を提示することにより，確実に空港検疫を通過することができる模様で

す。 

（３）検疫を含むインドネシア入国時の措置は頻繁に変更されていることなどから，その

運用は安定していないとの報告もあります。 

 

１．５月２５日付け当館お知らせ（ https://www.surabaya.id.emb-

japan.go.jp/files/100058349.pdf ）のとおり，インドネシア保健省は５月２２日付けで新

たな通達を発出いたしました。保健省通達では，インドネシア入国のためには，原則とし

て，PCR 検査結果陰性の記載のある英文の健康証明書の携行が求められています。PCR

検査結果陰性の記載のある健康証明書を携行している方については，インドネシア到着

時，追加的な健康検査（迅速抗体検査（Rapid Test）及び PCR 検査を除く）が行われた

後，新型コロナウイルス感染症特有の症状がなければ入国可能とされています。PCR 検査

結果陰性の記載のない健康証明書を携行している方については，迅速抗体検査（Rapid 

Test）を含む追加的な健康検査が行われ，迅速抗体検査の結果が陰性であったとしても，

入国後に隔離施設に移送され PCR 検査が行われます。また，検査結果が出るまでホテル

等所定の施設で待機することとなります。なお，いずれの場合にあっても入国後１４日間



の自主的な隔離が求められます。（在シンガポールインドネシア共和国大使館作成のチャ

ート図（英文）（ https://kemlu.go.id/singapore/en/news/6675/health-protocol-for-

handling-returning-indonesian-citizens-and-foreign-arrivals-from-foreign-countries-at-

state-and-regional-entrances-in-situations-of-large-scale-social-restrictions-lssrpsbb ）を参

照してください。） 

 

２．日本人が提出した PCR 検査結果陰性の記載のある健康証明書について，空港の検疫

官から疑問が呈されたとの情報にも接しています。PCR 検査結果陰性の記載のある健康証

明を携行して入国しようとする場合，検査結果の取得の背景等を説明できるようにしてお

くとともに，特に次の点について注意してください。 

（１）日本国内で PCR 検査を受検することが困難であるとして，その代替として受検し

た抗体検査結果が記載された健康証明書を携行しても，インドネシア到着後にインドネシ

ア当局により実施される PCR 検査は免除されません。 

（２）インドネシア到着７日前以内に行われた PCR 検査の結果が陰性であることが記載

された健康証明書を提示することにより，確実に空港検疫を通過することができる模様で

す。 

（３）検疫の取扱いも含め，入国時の措置が頻繁に変更されていることなどの影響によ

り，運用が安定していないとの報告もあります。 

 

３．在インドネシア日本国大使館ホームページの「新型コロナウイルス対策に係るインド

ネシア政府の入国規制（よくある御質問：ＦＡＱ）」のＡ１０も併せご参照ください。 

 

４．状況の推移に伴い，インドネシア政府は，インドネシア出入国に関する制度やその運

用を随時変更しており，突然に入国規制が強化される可能性があります。当館としては，

できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが，邦人の皆様におかれても最新

の関連情報の入手に努めて下さい。 

 

５．４月１日付け当館お知らせ（ https://www.surabaya.id.emb-

japan.go.jp/files/100039043.pdf ）のとおり，インドネシアには感染症危険情報のレベル

３「渡航中止勧告」が出されています。やむを得ない事情等によりインドネシアへの渡航

を計画されている方及び近々日本への帰国を含む渡航（一時帰国を含む）を計画されてい

るインドネシア滞在中の邦人の方におかれましては，かかる渡航情報に留意するととも

に，インドネシアへ渡航する場合には，最新情報を確認してください。 

 

このメールは，当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配

信されております。 


